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Ⅲ 目標値一覧 

 

 これまでの子育て支援の取り組みの状況や，「次世代育成支援に関するニーズ調査」結果等を踏まえ，

目標年度における目標数値を設定し，次代を担う子どもと子育て家庭を支援するための環境づくりを推

進します。 
 

       ※ 市町合併等に伴い平成 19年度に目標数値一部変更 

№ 事業名 事業内容 指標 
現 状 

(平成 16 年度)

目標数値

(平成 21 年度)

目標数値 

変更 
根拠及び理由 

１ 虐待防止の地

域活動組織の

整備 

 

各地区民生委員・児童

委員，主任児童委員が中

心となり，自治会や学校，

保育園などの地域の関係

機関からなる地域活動組

織を整備し，地域での虐

待防止活動を行います。 

 

 

整備か所

数（地区）

０ ３７ ３９ 

 

 

 

 

 

 

市町合併により対

象か所（河内，上

河内地区）の増。

２ 子どもセンター

の整備 

 

子ども同士で交流する

機会や遊びの機会を提供

する総合的な健全育成の

拠点施設を整備します。 

 

 

整備か所

数（か所） 

０ １ 終 了 平成１９年７月３１

日宇都宮市ゆう

あいひろば供用

開始 

３ 不妊に悩む人

への支援（※

１） 

 

体外受精・顕微授精の

治療を受けた場合，1年度

あたり10万円，通算2年を

限度に助成するとともに不

妊に関する相談等を行い

ます。 

 

 

不妊で悩ん

だ時，周囲

に相談できる

人 の 割 合

（％） 

７２．0 １００ 

 

変更なし  

４ 食に関する健

康教育（※１） 

 

乳幼児期から正しい食

事の取り方や望ましい食

習慣を身につける健康教

育を実施します。 

 

朝食を欠食

する人の割

合(%) 

幼児  4.4

小学生 5.6

中学生 14.7

高校生 16.1

0 

0 

0 

0 

変更なし  
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№ 事業名 事業内容 指標 
現 状 

(平成 16 年度)

目標数値

(平成 21 年度)

目標数値 

変更 
根拠及び理由 

５ 性と健康に関

する健康教育 

（※１） 

 

ピアカウンセリングの手

法により，性と健康に関す

る正しい知識や情報を提

供する健康教育を実施し

ます。 

 

 

 

 

性に関してよ

く知っている

人 の 割 合

(％) 

小学 6年

体の変化 50.9

性器   28.3 

中学3年生

性感染症 35.3

妊娠   49.0 

高校3年生

性感染症 42.3

避妊   54.1 

 

１００ 

１００ 

 

１００ 

１００ 

 

１００ 

１００ 

変更なし  

６ 子育て支援に

係る訪問指導 

 

育児について孤立化す

る傾向にある養育上の問

題を抱える家庭に対し，訪

問指導を実施します。 

 

訪問家庭

件数（件）

０ ２０５ ２４４ 

 

 

市町合併により対

象者（河内，上河

内地区）の増。 

７ こども発達セン

ターの整備 

 

障がい児や障がい傾向

のある児童に対し，相談

やサービスの提供まで必

要となる総合的・継続的な

療育を提供します。 

 

 

整備か所

数（か所）

０ １ 終 了 平成１９年４月 

子ども発達センタ

ー供用開始 

8 障がい者生活

支援事業 

 

在宅の障がい児やその

家族等を対象とし，福祉サ

ービスの利用援助や相

談・情報提供など，地域に

おける生活を支援します。

実施か所

数（か所） 

４ ６ ７ 

 

 

 

 

 

制度改正により対

象か所の増 

9 医療費助成制

度の充実 

 

乳幼児医療費助成の対

象年齢の拡大を図るとと

もに，その手続きについ

て，これまでの窓口での

医療費支払い後，申請を

行う方式から，窓口での

支払いを免除する方式の

導入に取り組みます。 

対象年齢

 

 

支払い方

式 

就学前の

乳幼児 

 

窓口支払

い 

年齢拡大

 

 

窓口支払

いの免除

変更なし  
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№ 事業名 事業内容 指標 
現 状 

(平成 16 年度)

目標数値

(平成 21 年度)

目標数値 

変更 
根拠及び理由 

１０ 延長保育事業 

 

保育所において通常の

開所時間を超えて，午後７

時までの保育を行いま

す。 

実施率

（％） 

９７ １００ 変更なし  

1１ 長時間延長保

育 

 

保育所において通常の

開所時間を超えて，概ね

午後 9 時までの保育を行

います。 

実施か所

数(か所) 

０ 

 

１２ 変更なし  

1２ 一時保育 

 

保護者の病気・冠婚葬

祭等により緊急的な保育

を必要とする児童や，就

労形態の多様化等のため

家庭での保育が困難とな

る児童を保育します。 

実施か所

数(か所) 

３４ ４９ ５６ 

 

 

 

 

 

市町合併により対

象か所（河内，上

河内地区）の増。

1３ 休日保育 

 

保護者が休日（日曜，

祝日，年末年始）に仕事

や病気などのため，家庭

での保育が困難となる児

童を保育します。 

実施か所

数（か所） 

１ ４ ５ 

  

 

 

 

市町合併により対

象か所（河内地

区）の増。 

1４ 乳幼児健康支

援一時預かり

事業（病後児

保育） 

 

病気の回復期にあり，

集団保育の困難な乳幼児

を，病院等に併設された

施設等において一時的に

保育する。 

実施か所

数（か所） 

２ ４ 変更なし  

1５ 夜間保育 

 

保護者の就労形態の多

様化等により，夜間におけ

る保育ニーズに対応する

ため，午後 10 時までの保

育を行います。 

実施か所

数（か所） 

１ ２ 変更なし  

1６ 一時預かり 

 

リフレッシュニーズなど

の多様な保護者のニーズ

に柔軟に対応し，一時的

に子どもを預かる事業を実

施します。 

 

実施か所

数（か所） 

０ １ 

 

 

終 了 平成１９年７月３１日

宇都宮市ゆうあい

ひろばにて供用開

始 
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№ 事業名 事業内容 指標 
現 状 

(平成 16 年度)

目標数値

(平成 21 年度)

目標数値 

変更 
根拠及び理由 

1７ 子育てサロン

の拡充と相談

事業等の充実 

 

親子の交流の場の提供

や子育て相談事業を年間

を通して実施するほか，子

育てサークルの支援や子

育てに関する講座を定期

的に開催します。 

 

実施か所

数（か所） 

５ 

（内訳） 

公立 3 

私立 2 

９ 

（内訳） 

公立 5 

私立 4 

１２ 

（内訳） 

公立 ７ 

私立 ５ 

 

 

 

市町合併により対

象か所（河内，上

河内地区）の増。

1８ 子どもの家の

拡充と事業内

容の充実 

昼間保護者がいない，

主に小学校低学年児童を

対象にした留守家庭児童

会事業のほか，地域児童

の健全育成を図る事業等

を実施する子どもの家を

整備するとともに，既存の

留守家庭児童会について

は，子どもの家への移行を

図ります。 

整備か所

数 

（か所※  ） 

 

※小学校区

ごとの設置

数 

４６ 

（内訳） 

子 ど もの家

27 

留守家庭 

児童会  19

５７ 

（内訳） 

子 ど もの家

48 

留守家庭 

児童会   9

 

※ 小規模

特認校を除く

 

６６ 

（内訳） 

子 ど もの家

54 

留守家庭 

児童会  12 

 

※ 小規模 

特認校を除く 

 

 

 

市町合併により対

象か所（河内，上

河内地区）の増。

また，小学校区ご

との設置数に変

更する。 

1９ 中高生と乳幼

児のふれあい

交流事業 

 

子育てサロンや保育所

などの地域の子育て資源

を活用し，中高生を対象

とした乳幼児とのふれあ

い事業を促進します。 

参加人数

（人） 

０ ４，０００ ４，４００ 

 

 

 

市町合併により対

象者（河内，上河

内地区）の増。 

２０ パパのための

子育て講座 

 

子育てサロンにおいて，

父親とその子どもを対象と

し，「子どもと一緒に遊ぶ」

「一緒にクッキング」などの

コースを設け，子どもへの

接し方や遊び方などを学

ぶ事業を実施します。 

 

参加人数

（人） 

４０ ２００ ２８０ 

 

 

 

 

 

 

市町合併により対

象者（河内，上河

内地区）の増。 

２１ ママパパ学級 

（※１） 

 

妊娠・出産・育児に関す

る知識や技術及び子育て

を体験できる機会を提供

します。 

 

パートナーが

よく協力して

くれる，少し

は協力してく

れる人の割

合(％) 

９２．１ １００ 変更なし  
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№ 事業名 事業内容 指標 
現 状 

(平成 16 年度)

目標数値

(平成 21 年度)

目標数値 

変更 
根拠及び理由 

２２ 良質なファミリ

ー向け賃貸住

宅の供給 

 

子育て世帯などの居住

水準の向上や，まちづくり

と連携した良質な住宅スト

ックの形成を促進します。 

 

供給戸数

（戸） 

１５２ ６２６ ２０２ 

 

 

 

 

制度改正により，

対象数の減。 

（※１）については，「すこやか親子うつのみや２１」（平成１６～２２年度）において定められた目標

値を本計画における目標値とする。 


